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第１回改革推進会議 議事要旨 

                  日 時  平成１９年６月１２日（火） 

                       １３：３０～１５：３８ 

                  場 所  島根県職員会館 ２Ｆ 多目的ホール 

 

開 会 

○事務局 

ただ今より第１回改革推進会議を開催いたします。 

 委員の皆様方には、お忙しいところをお出かけいただきまして誠にありがとうございま

した。 

 本来でございますと、ここで皆様方お一人お一人に委嘱状を手渡すところでございます

けれども、時間の制約もございますので、既にお手元に委嘱状を置かせていただいており

ます。これでもって委嘱状の交付ということを御了承いただければと思います。 

 

委員紹介 

○事務局 

 そういたしますと、まず委員の皆様方を御紹介いたしたいと思います。 

 〔事務局が五十音順に委員を紹介〕 

○事務局 

本日、１２名の委員、全員御出席いただいております。 

 続きまして、今回第１回改革推進会議の開催に当たりまして、知事から御挨拶を申し上

げます。 

 

知事挨拶 

○知事 

 溝口でございます。本日は、皆様方御出席を賜り、誠にありがたく御礼申し上げる次第

でございます。 

 私、知事に就任いたしまして１カ月半になろうとしております。知事選出馬（表明）以

来でありますと半年余りになろうとしているわけでございますが、知事選に出ることにな

りまして、私が島根の県政において何をすべきかということをいろいろ勉強もし、いろん

な方の御意見もお聞きしたりしてきたわけでございますが、やはり人口が減少し、少子高
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齢化が進み、島根の経済を活性化する、産業を興す、それによって雇用をふやすというこ

とが最も大事な政策課題だと考えております一方、そういう施策を行うためにも、悪化を

しております財政の健全性を取り戻す、これが喫緊の課題であると考えてまいったわけで

ございます。 

 知事に就任いたしまして、この２つの課題に対しまして皆さん、県民の方々からいろん

な御意見をお聞きしたいと思いまして、産業の活性化の戦略会議は昨日開きました。また、

産業を興すためには雇用が円滑に進むと、雇用のミスマッチがいろいろなとこで起こって

おりまして、先ほどもお昼に雇用関係の推進会議を開いたところでございまして、今日こ

の場におきましては、財政の健全化をどう図るかという改革推進会議を開いたわけでござ

います。 

 私、県内を回りまして、財政というのはやや数字の話であり抽象的でございまして、な

かなか理解が難しいわけでございます。今までも財政の健全化のために澄田知事さんのも

とでいろんな厳しい改革の努力が行われております。しかし、そうした改革の努力を続け

たとしてもなかなか赤字が減っていかない現実があるわけでございまして、これまで公共

事業の削減でありますとか、あるいは人件費の抑制でありますとか、いろんな厳しい措置

がとられておりますが、かなりもう岩盤に近いところまで来ておりまして、これからさら

にその赤字を減らしていくというのは容易なわざではないというふうに思うわけでござい

ます。そういう意味におきまして、県民の方々にこの問題をよく御理解をいただき、さら

に県民の方々のいろんな御意見をお聞きして、今後の財政健全化のための方策を練ってい

きたい、そのための知恵をお貸しいただきたいと思うわけでございます。 

 この会議以外におきましても、皆さんからももちろんこの場で御議論いただきますし、

御意見もいただきますが、この場に各界の代表の方もお出でいただいたり、あるいは委員

の皆さんと一緒に県内、ほかの地域に出かけてまいりまして、そういう地域の声もお聞き

したいと考えておるわけでございます。県民が総力を挙げて財政の健全化に取り組む、こ

ういう方向でこの会議を運営させていただければありがたいと思っているわけでございま

す。 

 皆様方から、８月の適当な時期には、数回の議論、意見を聞きます公聴会を経まして、

御提言のようなものをいただきまして、私どもはそれを一つの参考にいたしまして、県と

しての健全化の案をつくりまして、ちょうど９月議会が９月の中旬ぐらいから開かれるわ

けでございまして、議会の中での審議も経まして、最終的に１０月の末には県としての中

期的な健全化の方策、道筋でございますね、中・長期的な展望をお示しし、その上に立ち
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まして来年度以降の予算編成に当たっていきたい、こんな段取りを考えておるわけでござ

います。 

 私は、あらゆる歳出、あらゆる事務事業に聖域を設けないで、できるだけ公平に、でき

るだけ効率的に行政が進むように改革を実行してまいりたいと思っておりますので、何と

ぞ皆様の忌憚のない御意見、御助言を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でござい

ますけれども、開催に当たりましてのごあいさつとさせていただく次第でございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

事務局紹介等 

○事務局 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

〔事務局紹介〕 

 そうしますと、本日の会議次第について若干御説明をいたしたいと思います。 

 〔「会議次第」により説明〕 

 

委員長選出 

 それでは、次第に従いまして、次にこの会議の委員長を御選出いただきたいと思います。 

 委員長は、本会議の設置要綱第４条第１項の規定によりまして委員の皆様方の互選で定

めることとしております。この際、どなたか御推薦があれば承りたいと思いますが、いか

がでございましょうか。 

○委員 

皆様方にお諮りをさせていただきたいと思います。 

 本委員会の委員長には、山本廣基さんを御推挙申し上げたいと存じます。ぜひ皆様方の

御賛同をいただきますよう御提案申し上げます。 

○事務局 

 ただいま委員の方から山本委員というお話ございましたが、ほかの皆様はいかがでござ

いましょうか。 

 〔了承〕 

○事務局 

 それでは本会議の委員長には山本委員に御就任いただくことといたしたいと存じます。 

 山本委員さん、委員長席の方へどうぞ。一言ごあいさつをお願いいたします。 
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○委員長 

 ただいま委員長にという御推薦を委員の方からいただきまして、大変荷が重いなという

ことでいささか緊張してございます。 

 島根県の財政改革については、これまで定員の削減あるいは給与のカット等の総人件費

抑制、さらに公共事業の削減、あるいは新たな財源の捻出、確保等について、健全化に向

けてさまざまなその取り組みが行われてきたということでございます。しかしながら、な

お大変厳しい状況にある。さらなる健全化を目指した対応が必要であるというふうにお伺

いをしているところでございます。 

 私ども１２名は、先ほど知事さんの方から改革推進会議の委員の委嘱を受けたところで

ございますが、先ほどのごあいさつの中にもございましたように、まず県財政の現況等に

ついて、県の方から説明をお聞きいたしまして、さらに各界、県民の皆様から広く意見を

お伺いした上で、県財政の健全化対策についての何らかの提言をしていくという、こうい

った議論をさせていただくということでございます。 

 私自身、こういったことはほとんど経験もなく、まことに微力ではございますが、皆様

方の活発な御議論を経まして県財政の健全化に向けましていささかでもお役に立てるよう

な議論ができますればということで、精いっぱい努力をいたしたいと思います。どうぞこ

の会議を円滑に運営して、皆様方の活発な御議論をしていただきますようにお願いをいた

したいと思います。 

 甚だ簡単でございますが、就任に当たりましてごあいさつとさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

どうもありがとうございました。 

 そういたしますと、本会議設置要綱に基づきまして、今後の進行は委員長の方にお願い

をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長代理指名 

○委員長 

それでは、ただいまから議事に入りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 初めに、後ほど説明があろうかと思いますが、あらかじめ委員長が指名する委員を委員

長代理として、ということが本会議の設置要綱第４条第３項にございます。そういうこと
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でございますので、委員の皆様方の中から委員長代理の指名をさせていただきたいと思い

ます。 

 委員長代理には、小松委員様にお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

会議の役割等について 

 それでは、まず事務局の方から、この会議の役割等につきまして説明をお願いいたしま

す。 

○事務局 

 〔「資料Ｎｏ．４」により改革推進会議の役割と進め方について説明〕 

○委員長 

ありがとうございました。 

 ただいま事務局の方から説明がございました、この改革推進会議の役割、それから全体

の流れ等について、何か御質問でもございますでしょうか。 

○知事 

若干補足をいたしますと、こういうこの場でいろいろな議論が行われる、あるいは公

聴会、あるいはホームページ等を通じての意見が出される。この会議を全面的に公開いた

しますので、そういうメディアのルートを通じまして広く県民の方々にもこの財政の問題、

どういう状況になっているか、どういう議論がなされているかということをよく見ていた

だく。これがこの会議の一つの目的でもございます。 

 それから、県としてもホームページの中で意見をお聞きしたり、あるいはそれにお答え

をするというようなことでございまして、県の総力を結集する場であり、それから県民の

方々が情報を得る場であるというふうなことでございます。それが私どもがこの会議を設

置することになりましたことでございまして、もちろんいろいろな方から意見をお聞きし

ますけども、全部一つには収れんしないと思います。そこは改革推進会議の場で御議論い

ただき、取り入れなかった議論、意見は脚注とかいろんな形で付したりしていただければ

結構でございますし、私どもはそういう御意見も踏まえて県としての案をつくるいうこと

になるわけでございます。県としての案をつくる前にいろんな方の意見を聞こうというの

がもう一つのねらいということでございます。 

 若干補足をさせていただいた次第です。 
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○委員長 

 ありがとうございました。 

 ただいま知事の方からございましたように、広く県民の声を聞いていくんだということ

で、後ほどお諮りをしたいと思いますが、この会議の公開につきましても提案をさせてい

ただきたいと思っています。非常に重要な会議だということでございますが、委員の皆様

そういうことで余りかたくなられずに、忌憚のないところで御発言をお願いしたいという

ふうに思います。 

 特に御質問ないようでしたら。 

 どうぞ。 

○委員 

 県からの県民の方への資料提供ということをホームページでも出されるそうですが、私

たちちょっと難しい言葉が出たり横文字が出たりするととてもわかりにくいので、わかり

やすい言葉で一人でも多くの県民の方に理解していただけるような工夫をお願いします。 

○知事 

 わかりました。財政は数字が並んでおりましてわかりにくいところでございまして、で

きるだけわかりやすくするように努力いたします。 

○委員長 

 それでは、これから議論を行ってまいりますが、先ほどの御説明にもありましたように

非常にタイトなスケジュールということになっております。冒頭知事さんのごあいさつの

中にありましたように、８月のしかるべき時期に何らかの提言を出すというスケジュール

でございます。その間、公聴会等も行いながら広く意見を聞いていくというようなことで

ございます。どうぞ御協力の方をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

会議の公開等について 

○委員長 

先ほど申し上げました、会議の公開の件でございますが、島根県ではこういった会議

につきましては原則公開と、特別の理由がない場合には原則公開ということになってござ

います。先ほどの知事さんのお話にもございましたように、むしろ公開されることによっ

ていろいろ広くまた意見も求めることができるというようなことでございますので、本会

議につきましても原則公開といたしたいというふうに思いますが、いかがでございましょ

うか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 ありがとうございました。それでは、原則公開ということで進めさせていただきたいと

思います。 

 なお、議事要旨等につきましては、順次県のホームページに掲載していくという取り扱

いにさせていただきます。 

○委員 

議事要旨をホームページで公開をするということですが、議事録をとられるのか、議

事録の扱いはどうなるのか、どのようにお考えですか。 

○委員長 

 事務局の方でお願いいたします。 

○事務局 

 ホームページ上では議事要旨を公開させていただきたいと思います。議事要旨というこ

とで、要旨ですね、議事録となりますと非常に長くなって見にくいようなところがありま

すので、要旨の方を公開させていただくつもりでおります。 

事務的な議事録は、別途事務的にはつくらせていただくことは考えておりますが、そ

れを要約したものを、要旨を公開するという扱いにさせていただきたいと思います。 

この会議自体は公開でございますので、そういう意味からすると求めがある場合には

その議事録の方も、これは皆様方でこの会議でお諮りすべきことなのかもしもれませんけ

ども、それはお示ししていくということになるんではないかというふうに考えております。 

○委員長  

資料の方は、会議に配付された資料は全部公開という取り扱いでよろしいですか。 

○事務局 

そういうふうな考え方でございます。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○委員 

 よろしゅうございます。 
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島根県財政の現況について 

○委員長 

 それでは、本日の議題でございますが、まず現在、島根県の財政状況がどうなっている

のか、あるいはその健全化に向けてこれまで行われてきた取り組み等について説明を受け

たいと思います。 

説明の途中で御質問、御意見等あろうかと思いますが、すべての説明が終わりまして

から一括して、意見交換という形でやらせていただきたいと思ってございますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

〔「資料Ｎｏ．５」により事務局説明〕 

 

意見交換 

○委員長  

大変丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。 

 今日は３時半までの会議を予定させていただいております。それで最後のところで、今

後の公聴会等についても少しお諮りをしたいことがございますので、できましたら今から

３０分程度、余り時間ございませんが、ただいまの財政状況、それからこれまでの取り組

みといったところを踏まえて、今回は１回目でございますので、何がどうこうということ

でなくて自由に意見交換していただいたらというふうに思ってございます。 

 先ほどの事務局の説明に対する御質問でも結構でございます。どうぞ自由に御意見、御

質問等がございましたらお願いしたいと思います。 

 あらかじめお配りをさせていただいているとはいえ、大変膨大な資料でなかなか十分に

見ていただく時間もなかったかもしれませんが、とにかく非常に厳しい、こういうのがひ

しひしと伝わってきたのかなというふうに思ってございますが、何でも結構でございます。

どうぞ、何かございますか。 

 どうぞ。 

○委員 

ちょっと膨大な資料なもんですから、すぐ読みこなせと言われてもなかなかわからな

いんですけど、ちょっと質問ですけれども、今、中期財政見通しと長期財政推計、ぱっと

説明をお聞きしましたけど、その中で随分大幅な人員削減と、カットしておられるわけで

すけれども、職員の給与費がずっとこう見ると、それが大きく削減にならないというふう

になるんですけど、それはやはり退職等の経費がそこに入っているということでございま
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すか。 

○事務局 

 「資料Ｎｏ．５」の３３ページですが、ここで織り込まれているのは、一つには、職員

数を削減する定員削減計画は平成２４年度までの計画でありますので、そこまでは職員数

が減っていく。それ自体はこの数字上も給与がそこまである程度減っていくという数字は

見てとれると思いますが、それから先はある程度横ばいに近い状況になっていると。今こ

れは何もこれ以上の改革をやらないという前提ですので、自然体で見た場合にはこういう

推計になります。 

○委員長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

 すみません、いいですか。改革をどうのこうのという話ではなくて、私も団塊の世代な

もんですから、団塊の世代の退職の時期を迎えるというふうに思いますけれども、それと

いうのはやはりここに織り込まれておられるわけですよね。 

○事務局 

 はい、おっしゃるとおりでして、団塊の世代を含めまして退職金はここの中に織り込ま

れております。お手元の資料の中になく口頭で申しわけありませんが、一つの山が今ごろ

ちょうど来ております。この一山を越えると、今度は学校の教育分野の方で少し年齢層が

下の方に山があるために、もう一度こっちの方でさらに退職金の山が来るというような状

況にあります。 

 重ねて補足をいたしますが、先ほどの推計の話ですけれども、職員給与費は中期財政見

通しの期間中は減ってきておりますが、長期推計の方は基本的には横に引っ張るという機

械的な推計でありますので、そんなに変わっていないということになります。 

○委員長 

 中期財政見通しは平成２４年度までのところでいろいろ試算をしたと、こういうことで

ございますね。 

○事務局 

 中期財政見通しは、平成２３年度までです。 

○委員長 

 平成２３年度ですね。 

 そのほか何かございますでしょうか。 
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○事務局 

 補足させていただきますと、先ほど申し上げました定数削減、１，０００人削減は平成

２４年度までであり、その定数削減は織り込んでありますが、それ以降は基本的には横ば

いということになっております。 

 あと１点、この額だけ見ると、平成１９年度と２０年度で、職員給与費が１，２４２億

から１，３０５億というふうに多くなっていますけれども、これは例の職員の給与カット

の期限が平成１９年度になっております。ですから、この中期財政見通しは基本的には現

在織り込み済みの改革は入れておりますが、それ以外は自然体ですので、２０年度でその

給与カットは復元するというようなことで、そういう推計の前提になっていますので、２

０年度は額がふえておるというふうなことでございます。 

○委員長 

よろしいでしょうか。 

 それではほかにどなたか。何でも結構でございます。どうぞ。 

○委員 

今の職員給与費関係の関連質問ですが、個人的には職員の皆さんに対して給与カット

をすると、職員の皆さんが一般的に言われる「縮み指向」に陥り、結果的に私たち県民に

とってもマイナスになるのではないか、と思います。県としては、職員給与カットのメリ

ット、デメリットについていかがお考えでしょうか？職員に対してのアンケートがあれば、

その結果も教えてください。 

○委員長 

 それでは、よろしくお願いします。 

○事務局 

 メリットとデメリットという御指摘でございますけれども、公務員の給与につきまして

は先ほどの前提でもありましたとおり、人事委員会勧告が基本になっております。同様の

職種あるいは学歴、年齢といったもので厳密に官民比較しまして、その勧告に基づいて給

与改定をしてきているという状況でございます。この給与カットは、そういう意味では人

事委員会勧告をさらに財政上やむを得ない措置として臨時的にカットをしているというふ

うな、そういうふうな位置づけでございます。そういったことで、メリット、デメリット

といいますか、メリット上はあくまで財政上、やむを得ざる措置というふうな考え方で、

財源確保という観点からやっておるということでございます。デメリットにつきましては、

おっしゃいますとおり職員に大きな影響を、賃金が減りますので、与えているといった点



－11－ 

は十分認識しているところでございますが、そういう中でもやむを得ざる措置として臨時

的に行っているというふうな考え方でございます。そういったことで、アンケート等では

ないんでございますが、そういうふうな認識でございます。以上でございます。 

○委員長 

 よろしいでしょうか。特段に職員に対してアンケートをおとりになってどうだというこ

とではないというようなことだそうでございます。 

○委員 

 はい。 

○委員長 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○委員 

 先ほどのお話で、一般財源のうち３分の１が給与、あと３分の１が公債費で、それぞれ

非常に高い割合ということがよくわかりました。特に我々県立大、今年から法人化したん

ですけれども、全教員カットが、これ６％、３年間続きまして、非常に教員の中でも、本

当に痛みというのを共有していたわけであります。 

 歳出の方のお話は、一般財源のうち義務・任意性ですか、その内訳の方にお話が今、比

重が多かったと思うんですけれども、目的別施策、どういうふうなものに分配されている

のか。例えば澄田前知事の時代は、産業振興あるいはしまねブランド、少子高齢化という

３本柱で重点施策ということをされていましたけれども、それぞれの比率がどうなってい

たのかという目的別の歳出について教えていただけますか。 

○委員長 

 それじゃあ、よろしくお願いします。 

○事務局 

 目的別の歳出でございますけれども、総額の歳出は、お手元の「資料Ｎｏ．５」の３ペ

ージの左側に目的別歳出ということで、これは予算総額５，１０７億円、これの目的別歳

出が書いてあります。これは、平成１９年度当初予算でございますけれども、大きな比率

を占めていますのが公債費１９％、借金返しですね。それ以外のものとしては教育費１

９％、９４６億。それから土木費１７％、８８９億。それから商工費、農林水産業費など

と、以下続くわけでございます。 

 これは総額ベースでして、一般財源の内訳ではどういうふうになっているかということ

でございます。この総額には国庫補助金ですとか、分担金・負担金ですとか、そういった
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国からのそういう特定目的財源というのが入っていますので、一般財源ベースにしたもの

が５ページの方でございまして、５ページの左側に目的別歳出というのが一般財源ベース

で載せさせていただいております。それで、公債費がやはり一番大きい比率で３２％、９

７５億。それから教育費２３％、それからあとは民生費ですとかその他いろいろございま

すけども、一般財源での比率がこういうふうなことになっております。 

○委員長  

よろしいでしょうか。 

 そのほかに何かございますでしょうか。どうぞ。 

○委員 

 まず、今の説明によると、この推計では２１年度でもう貯金を食い尽くしてしまうとい

う状況なんですが、この会議で求められているのは、そうすると当面、もう目前に迫って

いる財政の危機的な状況についてどういうふうに対処すべきかということであるのか、一

番最後の近くのところで説明がありましたが、長期財政推計というのは平成２９年度まで

ということで数字が出してあるわけですけれども、こういう中・長期的な財政のあり方と

いうことについてというところにポイントを合わせればいいのか、この会議の提言のポイ

ントというのはどういうふうに考えればいいんでしょうか。 

○事務局 

 おっしゃいますとおり、両面あると思っております。当面、基金が枯渇して財政赤字が

約１２０億円ほど生じますと、財政再建団体ということで実質的に国の管理下に置かれる

という、非常に厳しいものがございますので、それは私どもも何とかして避けなければな

らないというふうには認識しているところでございます。 

 他方で、ただ、毎年毎年のやりくりで財政再建団体を切り抜けるというのでは将来の展

望がやっぱり持てませんので、そういった中・長期的な財政健全化をどうしていくかとい

う点もやはり重要なポイントというふうに私ども認識しております。 

○知事 

 若干補足いたしますと、３３ページに中期財政見通しと長期財政推計というのがありま

すね。見通し、推計ともに現在の時点で既に決まっている改革の方針は織り込んであるわ

けですね。定員削減のようなものは平成２４年度でしたか、それ以降は織り込んでないと

いうこと。あるいは公共事業も今年度横ばいというようなことに置いておりますし、それ

から給与につきましても異例な措置としての給与カットは平成１９年度まで。それ以降ど

うするかというのが今後の課題であるわけでありますけども、それはこの推計上は出して
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ないということですね。 

 そういう前提で見ると、３３ページの表の下から２番目の欄に毎年の財源の不足額が出

ているわけですね。これが大体２５０億から３００億に近い数字がずうっと続くというこ

とですね。やはりこの赤字をなくすということが大きな問題になるわけです。じゃあその

赤字が、これも毎年毎年生ずるわけですから、一たん今年だけ減らしましょうというので

はだめなわけですよね。ずうっと永続的な措置でなきゃいかん。結局、じゃあそれが可能

かどうかということになってくるわけですね。どういうペースでいったら可能かと。 

それで、それを感じとしてどんなものかというのを見るのが３４ページになるんです

ね。結局は一般財源以外は補助金で手当をされるとかあるわけですね。補助金で手当され

る部分は歳出があっても県の負担になりませんから、例えば教育の、教職員の給与であり

ますと、半分は国庫支出金で見ますから一般財源を使う分というのはその２分の１という

ことになるわけですね。一般財源をどれだけ使用するかというのが県の財政に大きな影響

を及ぼすわけです。 

 ３４ページの表で見ますと、先ほど来出ていますけども、一般財源のうち職員給与費で

３分の１、公債費で３分の１、その他の義務的経費で２０数％になっているわけですね。

比較的任意性の高い経費というのが３８２億ですか、じゃあ仮に給与とか公債費、これは

払わなきゃいけませんね、それからその他の扶助費、その他の義務的経費も払わなきゃい

かんとしたら、３８２億円のところだけで例えばやるという前提ですと、今、赤字が年間

２５０、２６０億といいますか、２７０億ぐらい出るわけですね。それをじゃあここだけ

でできるかというと容易でないですね。非常に重要な施策を全部やめてしまうというよう

なことになるわけです。非常に岩盤に近いようなところまで削減というのが行われている

わけですね。 

そうすると、毎年生ずる赤字の２５０から３００億の額を義務的経費のところでもあ

る程度削減をする努力をしなきゃいかんということになるかもしれない。あるいは任意性

が高い経費についても厳しい見直しをしなきゃいかんということになります。したがいま

して、どういうものが削減可能なのか、あるいはそれが県民の皆様に御理解いただけるの

か、そういう問題になってくるわけですね。そういう意味で、非常に選択肢が小さいわけ

です。 

 他方で、公債費のようなものは、当面は義務的経費ですよね、これ借金が来て返済をし

なきゃいかん。それから利払いをしなきゃいかん。それは借換えなんかをすれば、そうい

う負担は若干減るという、後ろ倒しにするということは可能ですよね。それは結局、どの
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程度のスピードで改革を進めていくかということにも関連するわけですね。 

 それから、公債費は当面は義務的経費ですけども、実際の事業が減っていけば、徐々に

消えてくるという要素もあるわけですね。したがいまして、それが一つ、歳出面での検討

の視点というのはそういうところにあるわけです。 

 もう一つは歳入の方ですね。歳入の一般財源は、この３４ページの表で見ますと約３分

の２が地方交付税ですね。これは国税の所得税だとか法人税だとかの国で徴収したものの

一定割合を地方に配ると。それは財政力に応じて配ることになりますから、島根県なんか

は財政力が非常に低いですから割合が大きいわけですね。東京都なんかは交付税はゼロな

わけです。 

したがって、この部分がどうなるかということは、国の政策にもよるわけですけども、

我々としては交付税、地方税を含めて一般財源が島根のようなところでも確保されないと

困りますという主張は強くしていきますけども、国の財政自身も赤字公債費ですから制約

があるわけですね。あるいはじゃあ地方間で財源の配分を変えたらいいじゃないかという

ことになるわけですが、東京都に入った税金を地方にもっと回しなさいと言うと、やっぱ

り東京の人々は反対ですから、そういう意味で収入の方も県自身がやれる範囲というのは

そう大きくない。県税は今の一般財源の２割ですから、県税をふやすといっても、これも

限界があるということで、今の状況は、私自身はやはり全体のペースをどういうふうにし

ていったらいいのか、そのためにはどういう分野をどういうふうにしたらいいかというこ

とについて意見がいろいろあり得るので、それをまずお聞きをしようということですね。      

ポイントは大体ここら辺にあるんじゃないかと私自身は思っておりますけども。ちょ

っと補足をいたしました。 

○委員長 

ありがとうございます。 

 委員さん、先ほど焦点をどこに当てるのかというのは、両方当ててほしいと、こういう

ふうな御発言だったんですが、よろしいですか。 

○委員 

ちょっと重ねていいですか。具体的なことを少し、一、二質問させてください。 

 １つは、交付税の部分についてはいろんな種類があって、それがどういうふうに推移し

てきているとか、詳細な説明があったんですけれども、少ないとはいえ、それからまた、

すぐに増えていくことがなかなか困難とはいえ、もう一つの非常に貴重な歳入である県税、

これは一体どういうふうな内訳になっているのかということが、今日でなくてもいいんで
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すが、これを知りたい。 

 それから２つ目は、３３ページの中期財政見通し、長期財政推計の数字を見て、こうい

う状況ですから新規の投資的な事業は恐らく、もう最小限に絞るということになっている

はずなんですが、公債費がずうっと減らないというのは、これはどういうことなのかなと

いうことがちょっと。私は何か公債費というものについてのルールをよく理解できていな

いからだと思うんですけれども、その辺が御説明いただけたらという点と。 

最後、３つ目ですけれども、これ何ページでしたでしょうか、説明の文の中に特別会

計、企業会計という言葉がちょっとありましたけれども、今回御説明いただいているのは、

そういう何とか会計というようなものについては、これは別なんでしょうか。こういうこ

とをみんな含んだ数字になっているんでしょうか。以上３点。 

○委員長 

それじゃあ、最初の県税の内訳の件は、ちょっとまたデータでもお示ししてから、次

回以降ということでよろしいですか。 

○委員 

 はい。 

○事務局 

 また県税の内訳のデータはお示しいたしますけれども、大まかなことを申し上げますと、

手元にありますのは平成１８年度の数値ですが、法人二税で、約１９０億。それから個人

県民税は、これは大まかに言って税源移譲後で約２００億弱というふうに思っていただけ

れば結構だと思います。それから自動車税が９０億台というような、そんな内訳でござい

ます。また資料でお出しさせていただきたいと思います。 

 それから、公債費がなかなか長期推計で減らないではないかというふうな御指摘だと思

いますけども、これは、一つはやはり公債費は長期にわたって借入金は返していくもので

ございます。基本的に資金の種類によって違いますけれども、大体２０年ぐらいかけて返

していくということで、すぐには減らないというのが一つございます。あと、先ほど申し

上げました地方交付税身がわりの臨時財政対策債というのを申し上げましたけれども、そ

の臨時財政対策債を返していく借金返済金というのも、この公債費の中に入っています。

それは歳入面では交付税の中に入るんですけれども、そういったことで長期的にまだ削減

効果というのはやっぱりある程度かかるというのと、あと交付税身がわりの臨時財政対策

債の償還費がこの公債費の中に入るということで、この公債費というのは長期的に減りが

なだらかになるというようなことが一つございます。 
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○委員長 

 それから、あとは一般会計だけかどうかという。 

○事務局 

 それから、会計の話ですけども、基本的にここで話をしているのは、大まかに言って、

いわゆる一般会計の話だということで、例えば病院とか何かの企業会計でありますとか、

特別会計も幾つかありますが、基本的には外だというふうに思っていただきたいと思いま

す。ただ、時々、特別会計もたくさんありまして、少しずつよそとの県の比較の中で入っ

ているものもありますが、基本的にはここでは別に論じているというぐらいの大まかな整

理でとりあえずお願いをいたします。 

○委員長 

 よろしいでしょうか。 

○委員 

どうも御説明ありがとうございます。非常に県の状況が半分ぐらいわからさせていた

だいたんですが、その中でお聞きしたかったのが２つほどありまして、一つは、先ほどの

御説明の中で、６ページ以降のところで予算の規模につきまして、平成１９年度はもう平

成４年度、３年度、それぐらいまで規模的には縮まってきたと。ただ、中身で見ると大分、

公債費のお話も含めて違っているんだろうなと。 

具体的には、例えば１９年度ですと義務的な経費、私、ちょっと素人なので一般財源

等をぶつけた数字がいいのか悪いのか、よくわからないんですが、例えば１９年度ですと、

非常にもう一般財源で見ると義務的な経費が８８％ということできつきつということなん

ですけども、これが例えば平成４年度ですとか平成３年度ですとか、まだ規模が同じでも

ゆとりがあった時代というのはどれぐらいだったものなのかと。ちょっと後でも結構です

から教えていただければというのが１点。あとはやはりどうしても金融の関係を見ますと

債券の、特に起債比率とか、そのあたりにちょっと目が行ったんですけれども、１７ペー

ジで、先ほど御説明いただいて、実質公債費比率ですか、これが１８％が、私もどこかで

読んだんですけれども、実はもう１７年度で１７．９％と、まだこれ、１８年度は決算が

出てらっしゃらないので、こういう聞き方していいのかわからないんですけれども、やは

りここのところも大分この先、県としていろいろな施策をやっていかれる上で、大分つら

いところに来ているんだろうなと。このあたりの見通しのようなもので、もし自然体でい

ったら苦しいんだから、例えば３３ページですか、先ほどから議論になっている中期財政

見通しの中でも、やっぱり１８％を守るために、具体的な数字でなくて結構なんですけれ
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ども、自主的にやっていかれるためにこういうふうな努力をされてるとか、そういうふう

な話があればお聞かせいただければと。 

以上、２点ほど。 

○事務局 

１点目の、過去の義務的経費の割合といったようなものにつきましては、先ほどの税

の話と一緒で、別途資料を出させていただきたいと思います。 

 それから、今後の実質公債費比率の見込みでありますけども、ここにはありませんが、

中期財政見通しを出すときに、あわせて自然体でいった場合の実質公債費比率の今後の推

計もあわせて出しております。口頭で申し上げると、１８％を超えるようなことはない見

込みなんですが、これまでの改革の結果、ですが、そうはいっても余裕があるようなレベ

ルではなくて、１６％、１７％台といったような数字が当面続くという見込みでございま

す。 

ただ、いかんせん新しい数字でありますので、国の方も指標の計算の仕方をまだ変え

るようなことも聞いておりまして、その動向いかんによっては、ちょっとこのあたりの推

計も見直さなければいけないかなという面が、最近の新しい状況でありますので、念のた

めに申し添えておきます。 

○委員長 

 よろしいですか。 

○委員 

 ありがとうございました。 

○委員 

県税の推移について、どういう論拠によって微増とはいえ県税収入が増えているのか、

県税を増やす方策などもお聞かせいただきたいと思います。 

 歳出の関係で、１．（義務的経費等）、２．（特別需要経費等）、３．（公共事業費）、４．

（部局調整経費）、すべてにわたって私どもはここで議論をしても可能かどうか。いや、

これは困るよというものがあるのか。例えば公債費をもっと繰り延べ償還をする手はない

のかとか、そういうふうなところまでこの場でやってもいいのかどうか、お願いします。 

○知事 

 あらゆる可能性を御議論いただきたいということですね。さっき申し上げましたように、

一般財源の経費別の主要割合というのが３４ページに出ているわけですけども、義務的経

費においても削減を考えていかなきゃいかんでしょうし、これまでもやってきているわけ
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ですが、さらに義務的経費でなくても任意性の高い経費でも、中・長期的にはこれがまた

影響を及ぼしていくわけでありますから、当面の歳出には出てこなくても、長期的には、

例えば公債残高が積み上がっていきますと利払い、あるいは償還費という形で将来に負担

が出てまいりますから、そういうバランスをどう考えるかという観点からも議論をしてい

ただきたいということですね。 

 それから、今、歳出の中の３３ページの１．（義務的経費等）、２．（特別需要経費等）、

３．（公共事業費）、４．（部局調整経費）とおっしゃいましたが、あらゆる経費を対象に

考える必要があるというのが私どもの考えでございます。 

○委員長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 いろいろと御意見をちょうだいするんですが、一応全体を３時半までということでござ

いまして。今、手を挙げていただきました委員さん方、もし可能でしたら少し簡単にお伺

いして、せっかくの機会ですから。よろしくお願いします。 

○委員 

すみません。幾つか質問したかったんですが、まずこの会議の冒頭にありました当会

議を公開するということで、今の状況を県民に広く知っていただくという目的を聞きまし

て、なるほどなと思いが及ぶ、先ほどの説明だったと思います。 

 ちょうど先週なんですが、フジテレビ系列で、当社なんですが、土曜日に「県庁の星」

という映画の放送がありまして、関東地区で２２．６％という、ちょっとなかなか見ない

高視聴率が出ておりました。番組のおもしろさもあるかもしれませんが、ちょうどやっぱ

り今日の説明に重なるものが広く世間で関心を呼んでいることだなと思っております。 

 それで、先ほどから「資料Ｎｏ．５」の３３ページの問題につきまして、お聞きしたい

のが、当県でも人口減というのが続いていまして、恐らく島根県の発表だと思うんですが、

２０１３年に７０万人を割れるだろうと。それから国立の社会保障・人口問題研究所も、

先日出ておりましたが、２０３０年に６０万人割れとか、いわゆる歳入面に当たるところ

で、もうある程度そういう推計が出ていますよね。それと先ほどの話では退職というもの

があると、必然的にそれにかかわる税金というものも定収入が落ちるということで、要は

落ちていくと思うんですが、その長期財政推計のところに、まず歳入面においてもそうい

ったものが考慮されていっているのかどうかという部分、教えていただきたいなと思いま

すが、先ほど委員からも話がありましたが、全体に根拠を出していただくとわかりやすく

なるのかなと感じております。 
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 それともう１点なんですが、先ほどもう一つ、企業会計、特別会計の件が出てましたが、

破綻を今まで起こされた自治体等で、例えば土地開発公社が抱えていたものを一般（会

計）に渡したということで破綻になったというような事例があるようにも、あるんですけ

ども、それについてもやっぱりある程度注視は要るのではないかなという感じも受けてお

ります。 

○事務局 

 まず、人口減というような御指摘でございますけれども、この歳入については、平成２

３年度までの中期見通しでは一定の国の名目成長率に基づいてかために税を、増収を見込

んでおります。それから平成２４年度以降は、これは税収については横ばいという形で見

込ませていただいていまして、したがいまして、２４年度以降は、そういう、人口減がど

ういうふうに影響を及ぼすかというのは、これまた非常に難しい問題でございまして、そ

こまではちょっと見込み切れていないと。基本的には２４年度以降は横ばいということに

なりましたけども。 

○事務局 

 税収の話はそういうことでありますが、あと人口減の影響ということで、入りの面でい

きますと、交付税というのがこれ、いろいろ議論ありましたが、人口とか面積で配分され

る面があります。それで、先ほど言われた今後の人口が減るという見込みが出ております

ので、それで一定の試算はした上でここに反映されております。具体的には交付税につき

まして平成２２年の国勢調査が予定されていますので、それを踏まえて２３年度の交付税

からその結果が反映されるということで、具体的には５億円ほど減の影響が出る、これは

一つの試算ですけども、そういったことは織り込んでおります。 

 それから、企業会計の話もありましたが、どのような資料がいいか、よく吟味の上、改

めて提出をしたいと思います。 

○委員 

さっきから聞いていて、県の財政の厳しさが改めて良く分かりました。農業の面にお

いても重油の高騰や酪農に関しては飼料が高くなるなど、きびしい状況もあります。でも、

下を向いていてもしようがない。それぞれの地域で、県民の皆さんの理解を得て一人一人

ができることを考えて、地域力、人間力を上げていきたい。 

今、県内を見ましても、あちこちで農業からの広がりで芽生えてきているものがたく

さんあります。それぞれの市町村で元気を出して県の力となり、島根県を全国に売り出す

ぐらいの勢いをもって、元気な島根県づくりがしていけたらと思います。 
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○委員長 

 ありがとうございます。 

 どうぞ、知事さん。 

○知事 

 おっしゃるとおりでして、産業の振興を県としてさらに進めていかなきゃいかんわけで

あります。その部分が明示的には入っておりませんけれども、そういう努力をしていくと

いうことでありますし、県外企業、あるいは県内の企業の事業の拡大に伴って雇用が増え、

法人の所得が増える、そういう努力をこういう中に、考える際に考えなきゃいかん要素の

一つであることは間違いありません。 

○委員長 

 ほかの委員さん、よろしいですか。 

 それじゃあ、次回にでも、また御意見をちょうだいするということで。 

 時間のことばっかり言って大変恐縮でございますが、若干あと少しお諮りをさせていた

だきたいことがございます。 

 今日は大変貴重な、それからまた、ある意味では突っ込んだ議論もちょうだいいたしま

して、本当にありがとうございます。もう少し時間がとれればよろしいんですが、予定が

あるということで、申しわけないんですが、次に移らせていただきたいと思います。 

 

スケジュールについて 

○委員長 

 それではこの後、８月までのところのスケジュールについて、事務局からお願いいたし

ます。 

○事務局 

 お手元の資料のＮｏ．６ですが、簡単にお話をします。 

 今後は第２回、６月２９日の予定ですが、公聴会ということで有識者の方をお呼びして

意見を伺ったらと思っております。それから第３回と第４回につきましては、そこにあり

ますとおり浜田、出雲といったところで公聴会を開いてはいかがかと思います。また、第

５回目以降で提言についての検討を予定したらいかがかと思います。以上です。 

○委員長 

 ありがとうございます。 

 提案は、この後３回、公聴会という形で広く県民の皆様の意見、各界からの意見を我々
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委員が聞くということをやった後に、こういった御意見等々を踏まえながら、提言に向け

ての議論を第５回以降でやっていくと、こういうふうな提案でございますが、よろしゅう

ございましょうか、そういうやり方で。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここにありますスケジュールのような形で進行をさせていただきたいと思い

ますが、改めてまた御案内は後日、送付させていただきたいと思います。 

 

公聴会について 

○委員長 

 そうしますと、２回、３回、４回の公聴会の件でございますが、この進め方について簡

単にお諮りをさせていただきたいと思います。 

 まず、第２回の会議、すなわち公聴会の１回目でございますが、有識者の方４名程度の

方々からお話をお伺いしてはどうかと。分野としては経済界、それから先ほど来話題にな

ってございます公共事業等のことがございますので建設業界の方、それからこれも先ほど

来話題になりました職員人件費等々のことで総人件費抑制が一つの大きなテーマになって

ございますので労働界の方、さらに県内各市町村でも行財政改革に取り組んでおられます

というようなことで市町村長の方の中からどなたかと、こういったような方々においでい

ただいてお話を伺うというようなことではどうかというふうに考えてございますが、何か

御意見ございますでしょうか。 

〔意見なし〕 

○委員長 

 それでは、ただいま申し上げましたように、経済団体、それから建設業界、それから労

働界、それから市町村長の中からどなたかといったような形で話をお伺いする機会を設け

るというふうにしたいと思います。 

 日程的には次回は、２週間後ぐらいのところでございますので、具体的な人選は事務局

と私の方で相談をさせていただきまして、皆様方にあらかじめ通知申し上げるということ

にさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、第３回目、４回目の会議になりますが、これは浜田市並びに出雲市の両市で

開催すると。石見部と、それから出雲部。出雲部もいつも松江ばかりでもいけませんので
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出雲市あたり。それぞれの地域で御活躍の方々にあらかじめ依頼するというようなことと、

あわせて、当日、会場にお越しいただいた一般の方々の中からも御意見を伺うというよう

な進め方を現在のところ考えてございます。こういった方法でこの第３回目、４回目につ

きまして、いかがでございましょう。 

 よろしいでしょうか。 

〔異議なし〕 

○委員長 

 それでは、公聴会の第１回目は各界の代表者の方にお伺いする、第２回目、３回目につ

いては地域で御活躍の方、あるいはフロアにおいでの方々から御意見をちょうだいすると

いう形にさせていただきたいと思いますが、３回目、４回目のそれぞれ地域で御活躍の方

といったところで、何かこういう人にはぜひ意見を伺った方がいいんではないかというよ

うな方がもしございましたら御推薦を。 

 どうぞ。 

○委員 

 具体的ではないんですけれども、改革推進するというのは、次の世代にどうやって引き

渡すかということにもつながると思うんですね。だから、そういう意味では、若い方の御

意見もちょっと聞かせてもらいたいと思っているんです。今、大変な時代ですけども、次

世代に夢を託すわけでございますので、各地の若い方で活躍しておられる方がありました

ら、また御意見が聞きたいなというふうに思っている次第です。よろしくお願いします。 

○委員長 

 ありがとうございます。何かほかに。 

○委員 

浜田、出雲というのはまことに結構なことです。日中の平日ですと、そう簡単に休み

がとれないことから、夕方開催ではどうでしょうか。委員の皆さんは大変かもしれません

が、御検討いただければと思います。 

○委員長 

 そうですね、やっぱり平日のお昼ということになると、出席していただける方が限られ

るというようなこともあり、夜、例えば６時からとか、こういった時間帯に開催するとい

う、そういった御提案でございますよね。 

 これ、特段に大きな反対がなければ、そういう方向で進めるということについて、また

事務局の方で検討していただこうと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 〔異議なし〕 

○委員長 

それじゃあ、そういう方向もあわせて検討をお願いしたいと思います。 

 そのほか何か、御推薦等がございますでしょうか。 

 直ちにといいましても、すぐに今ということにならないかもしれません。もし何かござ

いましたら、こういった方がよろしいんじゃないかと、具体的な名前でなくても、先ほど

委員さんからありましたように、特に若い方といったような、そういった御意見も含めて、

１８日までのところで事務局の方に御連絡いただきましたら、その後、私が事務局と相談

をさせていただいて決めたいというふうに思ってございますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

その他 

 そのほか、委員の皆さん方から、これはどうなっているかというようなことが、特に何

かございますでしょうか。何か終わりを急いでいるようで申しわけないんですが。どうぞ。 

○委員 

 ささいなことですけれども、皆さんからの意見を、県民の皆さんから意見をいただくと

いいましても、この資料を読み込むだけでも私、悪戦苦闘いたしましたので、本当にかい

つまんで、できるだけ多くの方というか、本当は県民全体が同じ危機意識を持って当たら

なければいけないと思うんですけども、家族に例えればお父さん、お母さんだけが家計を

心配するんじゃなくて、家族全体が心配することで共通認識を持つことで大きな力が出る

と思いますので、一般県民の方にできるだけＰＲを心がけていただきたいと思います。 

○委員長 

ありがとうございます。 

 これ、冒頭、知事さんのごあいさつの中にもございましたように、やはりこういう状況

だということを県民の皆様に広く知っていただくということが、まず一歩だろうというこ

とでございますので、広報等の仕方につきましても、事務局の方で最大限工夫をよろしく

お願いしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○委員 

 今日の説明を聞いておりますと、要するにわかりやすく言えば、入るをはかって出るを

制すということだと思います。どういうふうに知恵を働かせていくかということだと思う
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んですね。財源がどうとか、そういう難しい問題ももちろん大事なんですけれども、今、

県が県民いきいき活動促進条例というのをつくって、県民と行政が協働で地域を支えてい

くという方向を打ち出しております。県民の力を生かすという意味で特に地域で活動して

いる、いわゆる肩書のある人たちじゃなくて、現場で実際に活動実績があって、地域をよ

く知っているような方で、出ていただける方があれば、ぜひお願いしたいなと思っており

ます。次回からはもう知恵比べだと思っていますので。 

○委員長 

 ありがとうございました。それでは、事務局の方、何かございますか。 

○事務局 

 １点ほど、冒頭に「資料Ｎｏ．４」で説明しましたが、公聴会のほかに、会議としては

ホームページで広く意見の募集をしていただきたいと考えております。早速ですが、本日

から県のホームページで健全化に関する意見の募集を始めまして、取りまとめの上、７月

中旬ごろには会議にその結果を報告したいと考えております。また、今日依頼のありまし

た資料につきましては、適宜御報告をしたいと考えております。以上です。 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 幾つか宿題もいただきましたが、そういったことについては、またお知らせいただくと

いうことでございます。 

 先を急いだような格好になりまして大変申しわけなかったんですが、以上で本日の予定

をいたしました議事は終了いたしました。御協力、本当にありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局の方にお返しいたしたいと思います。 

 

閉 会 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に知事からあいさつを申し上げます。 

○知事 

 今日は、初回の会合でございましたが、説明の後、活発な御意見をいただき、ありがと

うございました。これから公聴会をやってまいるわけでございますけども、公聴会の席で

も御意見をちょうだいする方々との意見交換、議論をぜひお願いをいたしたいと思います。 

 今日も皆さんから御意見ございましたが、財政は非常に抽象的、数字のことでございま
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して、なかなか実感がわかないわけでございますが、私どももなるべくわかりやすい資料

をおつくりして説明をしてまいりたいと思っております。今後ともよろしくお願い申し上

げまして、終わりのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

○事務局 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了いたします。皆様、ありがとうございま

した。 


